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表紙

第61期  定 時 株 主 総 会

招 集 ご 通 知

日　 時
2023年６月28日（水曜日）
午前10時

場　 所
東京都渋谷区渋谷二丁目21番１号
渋谷ヒカリエ 11階
　ヒカリエカンファレンス
※昨年と会場が変更となっておりますのでご
留意ください。
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照くだ
さい。）　
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株主各位

証券コード　7902
2023年６月６日

株 主 各 位
東京都目黒区目黒本町二丁目15番10号

株 式 会 社 　 ソ ノ コ ム
代表取締役社長 髙 木 清 啓

第61期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第61期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本定時株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容である情報（電子提供
措置事項）は、電子提供措置をとっておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、
「投資家情報」、「株主総会」の順に選択して、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　　当社ウェブサイト　https://www.sonocom.co.jp/

電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっておりま
す。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社
名）」に「ソノコム」または証券「コード」に「7902」（半角）を入力・検索し、「基本情
報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、ご確認いただけます。

東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)
　　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2023年６月27日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上
げます。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

１．日 時 2023年６月28日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号

渋谷ヒカリエ 11階　　ヒカリエカンファレンス
※昨年と会場が変更となっておりますのでご留意ください。
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項
報告事項 第61期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告

の件
決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 監査役２名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
議決権行使書用紙に賛否の意思表示がない場合の取扱い
各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお
取扱いいたします。

     

記

以　上

　株主総会資料の電子提供制度が開始されましたが、制度変更直後のため、当社は、本年の株主総会
について従来どおり株主総会資料を書面でお届けしました。

　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
　次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、お送りする書面には記

載しておりません。従いまして、当該書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監
査人が監査をした対象書類の一部であります。

①　計算書類の株主資本等変動計算書および個別注記表
②  業務の適性を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトに修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

－ 2 －
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当事業年度の事業の状況

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による行動制限が緩和
され、経済活動が正常化に向かう一方、半導体の供給不足に加え、資源価格や原材料価格の高
騰など、先行き不透明な状況が続いております。

　当社が属するスクリーン印刷用製版業界におきましては、主要顧客である電子部品・デバイ
ス業界において、半導体不足が懸念されるものの、５Ｇを主とした通信関連向けの部品やＥＶ
等の自動車関連向けの部品の需要が堅調に推移しておりましたが、期後半から中国における景
気後退の影響等により各種電子部品の需要が急速に減速いたしました。
　このような状況のもと、当社におきましては、高度化する市場ニーズに対応するべく高付加
価値製品の開発、高精度製品の安定生産、生産効率の向上に取り組んで参りました。

　以上の結果、売上高につきましては、製品売上高19億85百万円（前事業年度比5.0％
減）、商品売上高２億53百万円（前事業年度比28.4％増）となり、売上高合計22億38百万円
（前事業年度比2.2％減）となりました。
　利益面におきましては、製品売上高の減少の影響により、営業利益２億28百万円（前事業
年度比24.2％減）、経常利益３億35百万円（前事業年度比5.6％減）、当期純利益１億67百
万円（前事業年度比42.2％減）となりました。

　なお、当社は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

② 設備投資の状況
　当事業年度に実施いたしました設備投資は総額１億12百万円であります。
　その主なものは､製品の受注増に向けての生産装置と検査機器の導入などの投資であります｡

③ 資金調達の状況
　社債及び新株発行による資金調達は行っておりません。

－ 3 －
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財産及び損益の推移、重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

区 分 第 58 期
2020年３月期

第 59 期
2021年３月期

第 60 期
2022年３月期

第 61 期
(当事業年度)

2023年３月期
売 上 高 (百万円） 2,042 1,980 2,287 2,238

経 常 利 益 (百万円） 226 178 355 335

当 期 純 利 益 (百万円） 148 111 290 167

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円） 40.59 30.38 79.17 46.10

総 資 産 (百万円） 8,799 8,974 9,447 9,127

純 資 産 (百万円） 7,888 8,108 8,419 8,479

⑵ 財産及び損益の推移

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

⑷ 対処すべき課題
　当社は顧客の要求する高精度な製品をより効率的に生産・販売出来るように取り組んでまいり
ます。
①販売体制につきましては、営業同士の情報連絡を密にすると共に工場の技術・製造と一体とな

り、顧客ニーズを的確に把握し、迅速に対応する事で、拡販を図ってまいります。
②生産体制につきましては、生産設備を有効利用し､高精度製品の安定供給を行ってまいります｡
③技術体制につきましては、高精度製品の安定供給のための技術サポートと共に他社と差別化で

きる製品の開発を行うため、新しい技術に積極的にチャレンジしてまいります。

－ 4 －
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

⑸ 主要な事業内容（2023年３月31日現在）
主に電子業界向けのスクリーン印刷用版（電子部品の生産、プリント回路板の表面実装、液晶
デバイスの生産用等）の製造販売及び印刷機、スキージ等のスクリーン印刷用資材の仕入販売を
行っております。

名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 目 黒 区

玉 川 工 場 神 奈 川 県 川 崎 市

松 戸 工 場 千 葉 県 松 戸 市

⑹ 主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

108（19）名 2名増(1名減) 40.2歳 17.6年

⑺ 使用人の状況（2023年３月31日現在）

（注） 使用人は就業人員であり、臨時使用人は(　)内に年間平均人員を外数で記載しております。

⑻ 主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）
該当事項はありません。

⑼ その他会社の現況に関する重要な事項
　特記すべき事項はありません。

－ 5 －
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株式の状況、新株予約権等の状況

⑴ 発行可能株式総数 12,936,000株
⑵ 発行済株式の総数 5,000,000株（自己株式1,415,036株含む）
⑶ 株主数 1,504名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
岨 野 俊 雄 707千株 19.7％
有 限 会 社 ケ イ エ ス シ ー 538千株 15.0％
岨 野 公 一 450千株 12.5％
I N T E R A C T I V E  B R O K E R S  L L C 190千株 5.3％
株 式 会 社 り そ な 銀 行 124千株 3.4％
ソ ノ コ ム 社 員 持 株 会 118千株 3.3％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 81千株 2.2％
山 本 知 宏 80千株 2.2％
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 66千株 1.8％
段 　 　 　 貴 久 子 64千株 1.8％

２. 株式の状況（2023年３月31日現在）

⑷ 大株主（上位10名）

（注）１.当社は、自己株式を1,415,036株保有しておりますが、上記大株主からは控除しております。
２.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３. 新株予約権等の状況
⑴ 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2023年３月31

日現在）
該当事項はありません。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

－ 6 －
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 岨 野 公 一

代 表 取 締 役 社 長 髙 木 清 啓

取 締 役 宮 寺 利 宗 業 務 部 長

取 締 役 阿 部 謙 太 松 戸 工 場 長 兼 営 業 部 長

取 締 役 鈴 木 　 清
鈴 木 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長
日 栄 工 業 株 式 会 社  社 外 取 締 役
株式会社ＦＪネクストホールディングス
 社 外 取 締 役

常 勤 監 査 役 水 落 豊 成

監 査 役 内 藤 貴 昭 弁 護 士 法 人 霞 門 法 律 事 務 所
（ 弁 護 士 ）

監 査 役 落 合 智 治 落 合 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長

４. 会社役員の状況
⑴ 取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１.取締役鈴木清氏は、社外取締役であります。
２.監査役内藤貴昭氏及び監査役落合智治氏は、社外監査役であります。
３.監査役水落豊成氏は、当社に1983年4月に入社し製造や営業の職に従事し、2019年１月より監査室長

を務め、通算36年にわたり当社業務に従事しており、当社の業務に精通しております。
４.監査役落合智治氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
５.当社は、鈴木清氏及び内藤貴昭氏、落合智治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。

－ 7 －
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会社役員の状況

区 分
報 酬 等
の 総 額
(百万円)

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 ( 百 万 円 ) 対象とな
る役員の
員 数基本報酬 業績連動

報 酬 等
非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

76
（5）

63
（5）

12
（0）

－
（－）

7名
（1名）

監 査 役
（うち社外監査役）

13
（5）

11
（4）

1
（0）

－
（－）

3名
（2名）

合 計 89 75 14 － 10名

⑵ 取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）１.業績連動報酬等は、賞与でありその内容は、「(3)役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおり
であります。

２.取締役の報酬限度額は、1991年６月27日開催の第29期定時株主総会において年額100百万円以内と
決議いただいております（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。

　当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名であります。
３.監査役の報酬限度額は、1991年６月27日開催の第29期定時株主総会において年額20百万円以内と決

議いただいております。
　当該株主総会終結時点の監査役の員数は、２名であります。
４.上記基本報酬には、以下のものが含まれております。

当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額12百万円（取締役7名に対し11百万円（うち社外取
締役１名に対し０百万円）、監査役３名に対し１百万円（うち社外監査役２名に対し０百万円））。

5.上記ほか、2022年６月28日開催の第61期定時株主総会決議に基づき、同総会の終結の時をもって退任
した取締役に対し支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。
・取締役２名に対し、376百万円（過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた役員退職
慰労引当金の繰入額として、254百万円が含まれております。）

6.当事業年度末日現在の取締役は５名（うち社外取締役１名）であります。上記の取締役の対象となる役
員の員数と相違しておりますのは、2022年６月28日開催の第60期定時株主総会終結の時をもって任
期満了により退任した取締役２名が含まれるためであります。

7.取締役の業績連動報酬につきましては、当期の業績及び当期純利益を総合的に勘案したうえで決定し
ております。なお、当期純利益を指標としている理由は、取締役賞与は業績に連動させることが望ま
しいとの考えのもと、指標としての分かりやすさ、１株当たり当期純利益との連動性が高いことなど
を勘案し採用したものであります。なお、2023年3月期の当期純利益は1億67百万円であります。

8.取締役会は、代表取締役社長髙木清啓に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の役位、職責、貢
献度を踏まえた賞与の配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案し
つつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります｡
なお、委任された内容の決定にあたっては、ガバナンス委員会に原案を諮問し、その答申を踏まえ決

－ 8 －
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会社役員の状況

定しております。また、取締役会がその妥当性等について確認しております。
⑶ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかか
る決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定
方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定
方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
①基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す
るよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏ま
えた適正な水準とすることを基本方針としております。

②基本報酬（金銭報酬）の個人別報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役位、職責、貢献度に応じ
て、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定しております。取締役退
任時には、株主総会の決議を経て、別に定める役員退職慰労金規程に基づき決定した額を支給
しております。

③業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
　業績連動報酬等は、業績及び株価向上への意欲を高めるため当期純利益を参考にした金銭報
酬（賞与）とし、各期の業績、貢献度、過去の支給実績並びに従業員賞与の水準等を勘案し、
取締役会で総額を決定いたします。金額の決定にあたり具体的な基準値の設定はありません。
賞与を与える時期は毎年一定の時期としております。

④基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関す
る方針

　各取締役の役位、職責、貢献度並びに業績等を総合的に勘案して決定しております。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容につい
て委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の役位、
職責、貢献度を踏まえた賞与の配分といたします。代表取締役社長は、ガバナンス委員会に原
案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえ決定をしなければならないこととし
ております。また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、
監督することとしております。
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会社役員の状況

出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役　鈴　木　　　清

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。主に財務及
び税務の専門家としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、社外監査役と緊密に連携し、当社の経営課題に対する社外役員間での認
識共有を図るなど、当社の企業価値向上にも寄与されており、期待する役割を
果たしております。

監査役　内　藤　貴　昭
当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回、また、監査役会14回の全
てに出席いたしました。取締役会及び監査役会においては、必要に応じ、弁護
士としての専門的見地から発言を行っております。

監査役　落　合　智　治
当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査役会14回の全て
に出席いたしました。取締役会及び監査役会においては、必要に応じ、財務及
び会計の専門家としての専門的見地から発言を行っております。

⑷ 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役鈴木清氏と当社は、顧問契約を締結し、税務に関する専門的な助言を受けております
が、株主の皆さまとの間に利益相反が生じるおそれはなく、同氏が社外取締役として取締役会
の監督機能を果たすうえで、特段の支障はないものと判断しております。
　なお、同氏は日栄工業株式会社の社外取締役、株式会社ＦＪネクストホールディングスの社
外取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
　監査役落合智治氏は、落合公認会計士事務所所長でありますが、当社と兼職先との間には特
別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 13百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 13百万円

５. 会計監査人の状況
⑴ 名称　　　　　　　　　　仰星監査法人

⑵ 報酬等の額

（注）１.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分出来ませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２.監査役会は、会計監査人の監査契約の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根
拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につ
いて同意の判断をいたしました。

⑶ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選
定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその
理由を報告いたします。

６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、顧客満足の充実及び株主利益の向上のため、コンプライアンス規程を制定し、取締
役が法令及び定款等を遵守するとともに、リスク管理体制の強化、内部統制システムの拡充を
図っております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保存及び
管理を行っております。
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　各部署は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、リスク管理を統括する部署へ定期
的にリスク管理の状況を報告し、連携を図っております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、原則月１回開催し、重要な項目についての意思決定を行い、その意思決定に基
づき各部門長が出席する各会議において、具体的な業務遂行の打合せを行い、その打合せに基
づき、業務を展開する体制をとっております。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　使用人は会社が社会の一員であることを自覚し、社会からの信頼を維持しさらに高めていく
ため、法令はもとより、社会人としての正しい姿勢・行動規範を厳守することに努めておりま
す。また、組織・職制・職務分掌に関する規程及び職務権限規程により、職務の範囲や権限を
定め、適正な牽制が機能する体制をとっております。

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
　監査役は、取締役会に出席し、取締役及び使用人から、重要事項の報告を受けております。
そのため取締役及び使用人は、取締役会の日程を監査役に連絡し出席を依頼しております。ま
た、次のような緊急事態が発生した場合は、取締役及び使用人は、遅滞なく監査役に報告する
こととしております。
⑴当社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれがある法律上または財務上の諸問題
⑵その他当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実

⑦ その他監査役の監査が、実効的に行われることを確保するための体制
　常勤監査役は、取締役及び使用人から、上記のとおり、重要事項について常に報告を受け、
また調査を必要とする場合には各部署に要請して、監査が効率的に行われる体制をとっており
ます。また監査役３名で構成する監査役会を月１回以上開催し、重要事項について協議するほ
か、年４回、監査役会と会計監査人との面談を持ち、特に財務上の問題点につき協議しており
ます。このような体制で、監査がより実効的に行われることを確保しております。

⑧ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、取締役会において決議された
「内部統制システムの基本方針｣に基づき、当社の内部統制システムを整備運用しております｡
　また、当社の内部統制責任者は、毎月内部統制の進捗状況を取締役会へ報告しております。
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
保 険 積 立 金
そ の 他　

5,490,755
4,022,324
29,454
599,187
28,481
608,207
3,118
47,384
82,788
6,718
59,579
3,510

3,636,771
1,985,359
495,033
2,504

225,425
4,773
31,220

1,092,435
133,965
16,700
1,990
14,709

1,634,712
1,379,713
245,997
9,001　

流 動 負 債 440,619
支 払 手 形 157,045
買 掛 金 62,593
未 払 金 29,730
未 払 費 用 71,712
未 払 法 人 税 等 5,739
未 払 消 費 税 等 10,787
預 り 金 1,433
賞 与 引 当 金 43,714
役 員 賞 与 引 当 金 14,180
設 備 関 係 支 払 手 形 43,683

固 定 負 債 207,276
退 職 給 付 引 当 金 20,632
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 181,870
繰 延 税 金 負 債 4,773

負 債 合 計 647,896
純 資 産 の 部

科 目 金 額
株 主 資 本 8,311,478
資 本 金 925,750
資 本 剰 余 金 1,405,550
資 本 準 備 金 1,405,550

利 益 剰 余 金 6,869,810
利 益 準 備 金 190,106
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,679,703
別 途 積 立 金 4,800,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,879,703

自 己 株 式 △889,631
評 価・換算差額等 168,152

その他有価証券評価差額金 168,152
純 資 産 合 計 8,479,631

資 産 合 計 9,127,527 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,127,527

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,238,724
売 上 原 価 1,507,093
売 上 総 利 益 731,630

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 503,312
営 業 利 益 228,318

営 業 外 収 益
受 取 利 息 ・ 配 当 金 2,688
有 価 証 券 利 息 42,022
有 価 証 券 償 還 益 35,436
助 成 金 収 入 1,030
為 替 差 益 24,574
雑 収 入 1,779 107,531

営 業 外 費 用
雑 損 失 498 498

経 常 利 益 335,351
特 別 利 益

受 取 弁 済 金 229
保 険 差 益 41,641 41,871

特 別 損 失
役 員 退 職 慰 労 金 121,697
本 社 移 転 費 用 1,015
そ の 他 2,319 125,031

税 引 前 当 期 純 利 益 252,191
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,477
法 人 税 等 調 整 額 80,889 84,366
当 期 純 利 益 167,824

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）

　　　　（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資本準備金 資本剰余金

合　　　計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 925,750 1,405,550 1,405,550 190,106 4,800,000 1,755,859 6,745,965 △825,151 8,252,114

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △43,979 △43,979 △43,979

当 期 純 利 益 167,824 167,824 167,824

自 己 株 式 の 取 得 △64,480 △64,480
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － － 123,844 123,844 △64,480 59,364

当 期 末 残 高 925,750 1,405,550 1,405,550 190,106 4,800,000 1,879,703 6,869,810 △889,631 8,311,478

評価･換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 167,132 167,132 8,419,247

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △43,979

当 期 純 利 益 167,824

自 己 株 式 の 取 得 △64,480
株主資本以外の項
目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

1,019 1,019 1,019

事業年度中の変動額合計 1,019 1,019 60,384

当 期 末 残 高 168,152 168,152 8,479,631

株主資本等変動計算書

－ 15 －



2023/05/25 12:36:30 / 22946852_株式会社ソノコム_招集通知_電子提供措置用

個別注記表

建物  3 ～38年
機械及び装置  4 ～ 7 年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
　その他有価証券

・市場価格のない株式等　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
　以外のもの 均法により算定）を採用しております。
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品、原材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しております。
・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。
・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
⑵ 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産について
は、３年間均等償却であります。
主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
に基づく定額法を採用しております。

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき
計上しております。
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有形固定資産の減価償却累計額 3,358,548千円

③ 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計
上しております。

④ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金 役員の退任時に支給される慰労金の支払に備えるため、社内規程に基づ
く期末要支給額を計上しております。

⑷　収益及び費用の計上基準
　当社は、主に電子部品業界向けにスクリーン印刷用のスクリーンマスク、フォトマスク及び印刷用資機材
の販売を行っております。これらの製品及び商品は、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間
であることから、出荷時に収益を認識しております。印刷機等の機械販売については、顧客が検収した時点
において顧客が当該印刷機等の機械の支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、顧客
が検収した時点で収益を認識しております。

２.  会計方針の変更に関する注記
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号  2021年６月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来に
わたって適用することといたしました。
　これによる計算書類に与える影響はありません。

３. 貸借対照表に関する注記
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株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 5,000,000株 －株 －株 5,000,000株

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,335,036株 80,000株 －株 1,415,036株

2022年６月28日開催の第60期定時株主総会決議による配当に関する事項
・株式の種類 普通株式
・配当金の総額 43,979千円
・１株当たり配当額 12円
・基準日 2022年３月31日
・効力発生日 2022年６月29日

2023年６月28日開催の第61期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・株式の種類 普通株式
・配当の原資 利益剰余金
・配当金の総額 35,849千円
・１株当たり配当額 10円
・基準日 2023年３月31日
・効力発生日 2023年６月29日

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の種類及び総数

⑵ 自己株式の種類及び数

（ 注 ） 普 通 株 式 の 自 己 株 式 数 の 増 加 80,000株 は 、 東 京 証 券 取 引 所 の 自 己 株 式 立 会 外 買 付 取 引
（ToSTNeT-3）による買付けによるものであります。

⑶ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

⑷ 当事業年度末日における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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貸借対照表計上額
（千円）

時　　価
（千円）

差　　額
（千円）

投資有価証券 1,813,401 1,813,401 －

区　　分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 22,000

５. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　短期的な運転資金及び設備投資資金等、すべて自己資金でまかなっております。

余資については、安全性が高く、流動性のある金融商品を選択して運用しております。
② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、「その他有価証券」に分類される短期及び長期保有を目的とした株式、債
券及び投資信託であり、市場価格の変動に晒されております。また、一部を外貨建て債券等で運用してお
り、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金、未払金、未払法人税等及び設備関係支払手形は、そのほとんどが３ヶ
月以内の支払期日であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、販売管理規程にしたがい、年４回の与信枠見直しを実施しております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券、投資有価証券及びデリバティブ取引につきましては、取引の実行及び管理について、取締役
会の決議事項となっております。また、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、市
況を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2023年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

（注）１.「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「有価証券」、「支払手形」、
「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「設備関係支払手形」については、現金であること、
及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近以するものであることから、記載を省略しておりま
す。なお、「投資有価証券」には、１年以内に償還予定の債券が含まれております。

２.市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計
上額は以下の通りであります。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券
　　株式
　　債券
　　投資信託

108,882
－
－

－
1,240,476

464,042

－
－
－

108,882
1,240,476

464,042
資産計 108,882 1,704,519 － 1,813,401

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で貸借対照表に計上している金融商品

②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式、債券及び投資信託は相場価格を用いて評価しております。上場株式は、活発な市場で取
引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、債券は市場での取引
頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分
類しております。投資信託は、取引所終値もしくは公表等されている基準価額によっており、レベ
ル２に分類しております。
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繰延税金資産
役員退職慰労引当金 55,652千円
ゴルフ会員権評価損 13,440千円
退職給付引当金 6,313千円
投資有価証券評価損 20,733千円
賞与引当金 13,376千円
その他 19,803千円
繰延税金資産小計 129,319千円
評価性引当額 △89,825千円

繰延税金資産合計 39,493千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △44,266千円
繰延税金負債合計 △44,266千円
繰延税金負債の純額 △4,773千円

報告セグメント 合計
製品
商品

1,985,528
253,196

1,985,528
253,196

顧客との契約から生じる
収益 2,238,724 2,238,724

その他の収益 － －
外部顧客への売上高 2,238,724 2,238,724

⑴ １株当たり純資産額 2,365円33銭
⑵ １株当たり当期純利益 46円10銭

６. 税効果会計に関する注記
　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

７. 収益認識に関する注記
⑴顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

⑵収益を理解するための基礎となる情報は、「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記　⑷収益及び費用
の計上基準」に記載のとおりであります。

８. １株当たり情報に関する注記

９. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

（注）計算書類の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 　 伸 夫
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 延 史

独立監査人の監査報告書
2023年５月17日

株式会社　ソノコム

取締役会　御中
仰星監査法人
東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ソノコムの2022年４月１日から2023年３月31日までの第
61期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して
意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第61期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及
び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２. 監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月18日
株式会社ソノコム監査役会
常勤監査役 水 落 豊 成 ㊞
社外監査役 内 藤 貴 昭 ㊞
社外監査役 落　合　智　治 ㊞

　

監査役会の監査報告

以　上
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
　第61期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いた
しまして以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
　金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社株式１株につき金10円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は35,849,640円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2023年６月29日といたしたいと存じます。

－ 25 －
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監査役選任議案

候補者
番号

ふ り が な
氏　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の株式の数

１

みずおち とよなり

水落 豊成
（1958年1月1日生）

1983 年 ４ 月 当社入社
10,200株2019 年 １ 月 当社監査室長

2019 年 ６ 月 当社常勤監査役就任（現任）
【監査役候補者とした理由】
　水落豊成氏を監査役候補者とした理由は、1983年入社以来、製造部門、営業部門及び監査部
門に携わり、豊富な経験を有しており、これらの知識と経験に基づいて、監査役としての役割
を果たすことが期待できるため、監査役として適任と判断しております。

２

ないとう たかあき

内藤 貴昭
（1965年3月20日生）

1994 年 ４月 東京弁護士会登録

― 株

1994 年 ４月 金子・樋口法律事務所 入所
1997 年 ６月 当社社外監査役就任（現任）
2000 年 ４月 大関・内藤法律事務所 入所
2003 年 ４月 みずき法律事務所 入所
2015 年 ４月 弁護士法人霞門法律事務所 入所（現任）

【監査役候補者とした理由】
　内藤貴昭氏は、弁護士の資格を有し、国内外企業との提携や企業再編案件での経営判断において
高度な法律面からのアドバイスをいただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけ
るものと判断しております。
　なお、同氏は、直接会社の経営には関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査
役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

第２号議案　監査役２名選任の件
　監査役水落豊成及び内藤貴昭の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、監査役２名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２.内藤貴昭氏は、社外監査役候補者であります。
３.内藤貴昭氏は、現在当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の

時をもって26年となります。
４.内藤貴昭氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が再任

された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

以　上

－ 26 －
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地図
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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